
1. はじめに

　サブプライムローン問題に端を発しリーマン・ショック
を経て2008年にスペインまで到達した経済危機はスペイ
ン社会に深刻なダメージをもたらした。失業問題、教育問
題、衛生問題といった多様な問題が生じているが、本論文
はその中でも住宅問題に焦点を当てるものである。スペイ
ン経済危機が不動産バブルの崩壊によって生じたものであ
るが故に、住宅問題は現在のスペインにおいて他に例を見
ない深刻さを伴って現われている。スペイン司法全体会議
によると、2007年には25,943件だった抵当権の行使件数
は、2008年には58,686件、2009年には93,319件に急増し、
それ以降現在に至るまで高止まりしている 1。しかし、抵
当権の行使に伴う強制立退きが社会問題化する中で政府が
行ってきた対策は十分に機能しておらず、人々は政治への
不信感を募らせている。
　他方、住宅問題をはじめとした社会問題が長期化する中
で、スペインでは二大政党制の終焉とも言われる大きな政
治変動が起き始めている。2014年5月の欧州議会選挙では
国民党（Partido Popular）と社会労働党（Partido Socialista 

Obrero Español）がいずれも大幅に票を減らし、大きな衝
撃が走った。具体的には国民党が16議席、社会労働党が
14議席と、ともに2009年の議席数から激減し、変わりに
左派連合が6議席、新興政党「ポデモス（Podemos）」が5

議席を獲得し、反緊縮派の勝利と見做された 2。2015年5

月に行われた市議会選挙では、二大政党がまたしても共に
票を減らす一方で、マドリードとバルセロナの二大都市で
は社会運動勢力の後押しを受けた新興政党が勝利するとい
う事件が起きた。マドリードではポデモスと協力体制にあ
る新興政党「アオラ・マドリード（Ahora Madrid）」が社
会労働党と連立を成立させたことで同党の筆頭候補マヌエ
ラ・カルメナが市長となった。バルセロナでは多様な社会
運動経験者を擁する新興政党「共同バルセロナ（Barcelona 

En Comú）」3が第一党となり、左派との連立の末筆頭候補

のアダ・コラウが市長となった 4。
　こうした新興政党の登場が現在スペインで生じている社
会問題と関連していることは言うまでもない。特にバルセ
ロナ市長となったコラウは2009年から2014年まで「住宅
ローン被害者の会（La Plataforma de Afectados por la Hipoteca、
以下PAH）」のスポークスパーソン 5を務め、経済危機後
の住宅問題に対応する社会運動家として長年活動してきた
人物である。PAHの活動家であったコラウがバルセロナ市
長になったことは、住宅ローン問題およびそれに対応する
社会運動の現代スペイン社会における影響力の大きさを示
す一つの象徴的な出来事であったと言えよう。
　本稿は、スペインにおける住宅問題の展開を整理し、そ
れに対応する社会運動団体であるPAHの活動を踏まえる
ことで、従来議会政治とは距離をとってきた社会運動勢力
が市政選挙を通して体制内へ進出したというその政治姿勢
の変化を明らかにするものである。本稿で用いる一次資料
は、スペイン・カタルーニャ州・バルセロナ市の「バルセ
ロナ住宅ローン被害者の会（PAH Barcelona）」にて、2013

年 10月から 2014年 12月にかけて筆者が行った人類学的
フィールドワークに基づいている。社会運動家や債務者た
ちの視点と活動に焦点を合わせ、彼らから見た不動産バブ
ル、住宅問題、そして現在の政治への認識を分析すること
は、その後の市政への進出という政治姿勢の変化を理解す
る上で不可欠である。
　これまで経済危機下のスペインにおける社会運動の研究
は、「15-M」運動 6と呼ばれた2011年5月の大規模デモに
関する研究の多くがそうであるように、広場などの公共空
間における予示的社会の創造という非制度的かつ象徴的側
面に焦点を当ててきた 7。一方でこうした先行研究の性質
上、社会運動の議会政治への進出という転換期にあって、
その変化がどのようにして生じたのかを扱う研究はいまだ
不足している。そのため、本稿の分析を通じてこれを補う
意義は十分にあると言えるだろう。
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2. スペインの経済成長モデルとしての不動産バブル

　スペインの経済危機は、世界金融危機からの影響を受け
て不動産バブルが崩壊したことで生じた。一方で、当の不
動産バブルは二大政党である国民党と社会労働党の長年の
政策と深く結びついており、また現在それに関わる汚職疑
惑が相次いでいる。こうした事実とそれに関わる認識は、
住宅問題被害者の既存政党への不信のもととなっており、
社会運動の活動内容やその後の議会政治への進出にもつな
がっている。そして不動産バブルに対する彼らの認識を理
解するには、転換点としてのフランコ体制からの民主化
と、その後の新自由主義政策の採用に遡らなければならな
い。

2.1 「民主化の失敗」
　フランコの死後、スペインは驚くべき速さで民主化を果
たした。しかしスペインにおける反新自由主義派の代表的
経済学者であるビセンス・ナバロらによると、短期間での
この民主化は現在に至るまで批判されているいくつかのフ
ランコ体制の負の遺産を残すことになったという 8。即ち、
労働者階級の脆さ、巨大グループ企業と金融業界の並外れ
た政治的影響力、不完全な制度と市場、社会サービスの不
足などである。更にナバロらは、公企業の民営化によって
寡頭支配的な性格が強まったことと、それに伴って経済活
動が金融と建設業界周辺へと特化したのは、スペイン内戦
時代から政治権力、銀行家、建設業者、宅地開発会社の間
に強い結びつきがあったことが原因であるとまで明言して
いる 9。しかし事実として政治家への建設業者の不正献金
疑惑は数多く、スペインの住宅ローン債務者達の憤りはこ
の金融権力と政治権力との癒着に対して向けられる。さら
に、金融権力を優遇してきたと彼らが捉える法律への怒り
がそこに加わる。PAHの活動家であるセバスは以下のよう
に述べている。

　　 　1978年の民主化には問題があった。銀行や大企業
を優遇するような法律がそのまま残ってしまった。現
に今起きている問題は銀行を保護する権利はしっかり
保障されているのに、消費者を保護する権利がないが
しろにされているから生じている。

　スペインの不動産経済モデルがフランコ体制期の負の側
面を抱えているという見方は「経済・社会・文化的権利監
視団（Observatori de Drets Económics Socials i Culturals）」と
PAHによる共同調査報告でも指摘されている 10。このよう
な認識は現在のスペインの社会運動論者や反新自由主義論
者に共有されているものであり、今に至る経済危機・政治
汚職の流れとフランコ体制とをつなげる、いわば「民主化

の失敗」の議論にも共通するものである。彼らの立場から
見れば、スペインはフランコ時代の負の遺産を抱えたま
ま、石油危機後の国内外からの新自由主義の流れへと組み
込まれていく。そして1998年に、スペインにおける新自
由主義政策が不動産業を中心に組織化される決定的な契機
となった「土地法（Ley del Suelo）」が公布されることと
なる。

2.2 土地法
　スペインにおける新自由主義化は、土地を再編すること
で不動産市場にとりわけ焦点化されていった。1990年代
から2007年までのスペインの経済成長は、まさにこの分
野によって牽引されていく。1998年土地法は「未だ都市
開発の過程に組み込まれていない全ての土地を開発可能な
ものとすることにより、土地の供給を容易にする」ための
ものとして公布された 11。社会運動家と専門家の共同調査
研究機関である「マドリード首都監視団（Observatorio 

Metropolitano de Madrid）」の分析によると、問題はこの種
の法案に「土地開発業者」という、それ自身が土地を所有
することなくして土地開発に携わるアクターの存在が容認
されたことであった 12。これにより、土地の利用と消費は
かつて無い狂乱状態に突入していったとされる。
　更に1998年法を改正した2000年土地法、通称「全開発
可能法」は、1998年法以降に開発不可地と判断されてい
た土地を更に開発可能地へと見直すことを可能とした 13。
これによってどれほど土地の利用率が増加したかを示す一
例として、地中海に面し、この土地開発の主要な地点の1

つであったバレンシア州の例を挙げる。バレンシア州では
1987年と2000年の比較で、最も大きな面積を占める住宅
用地としての都市区域が30.3%増加、工業・商業・交通区
域も79.1％増加し、全体では52.1％も開発可能な土地区域
が増加した 14。一方でこのバレンシア州では、地中海モデ
ルと言われるリゾート開発の中で、まさに建設業者と政治
家との癒着がスペインの中でも稀に見る規模の巨大な汚職
となって現われた 15。
　コラウらは土地法を不動産バブルへの投機と汚職に与し
た意図的なものと糾弾している 16。土地法は土地市場を民
営化し、都市化可能な土地を増加させ、土地市場を投資の
場へと変えた。しかしそこでは同時に多くの汚職が生じ、
バブルを加速させていったという指摘である。バルセロナ
のとある銀行で支店長を務める人物は、筆者のインタ
ビューで以下のように当時の状況を回顧している。

　　 　土地法以降、どんな土地だろうが好きなように指定
して開発できるようになった。業者があの土地をまわ
して欲しいと言えば、市役所はそのままに許可を与え
賄賂を貰っていた。銀行は開発業者に融資をし、そう
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して開発された土地は売りさばかれる際、住宅ローン
債務者としての一般消費者という商売顧客を銀行に更
にもたらした。銀行にとってはいわゆる「両手に顧
客」の状態だった。

　「マドリード首都監視団」も同様に金融化の焦点として
市場に土地を大量供給した「土地の政治」が存在したこと
を指摘した上で、更に以下のように付け加えている。即
ち、証券化などの金融工学によって住宅ローン市場をも更
に金融市場に結びつけた「住宅ローンの政治」の存在であ
る 17。以上のように、スペインの不動産バブルが土地法を
基点とした土地と住宅の金融化によって準備されたことは
事実であり、また汚職によるその激化が社会運動側から指
摘されている。

2.3 バブルとその規模
　スペイン勧業省のデータを参照すると、データ上最も古
い1995年第一四半期の一平方メートルあたりの住宅価格
は全国平均で670.8ユーロだったのに対し、バブル崩壊直
前の絶頂期である2008年第一四半期の住宅価格は2,101.4

ユーロとなっている。つまり、単純に計算して住宅価格は
313%も上昇している 18。また、スペインでの住宅着工件
数は1991年には161,066件だったものが、最盛期の2006年
には664,923件に増加し、バブル崩壊後は激減して2013年
には29,232件となっている 19。2007年までの十年間でのス
ペインの住宅着工件数は、フランス、ドイツ、イギリスの
それを合わせたより多く、不動産業、建設業を合わせると
GDPの43％に上ったという 20。1997年から2002年までの
スペインの国内総生産の伸び率は26％だが、建設部門の
それは71.5%にも及んだとの見方もある 21。以上のような
不動産バブルの中で、銀行は住宅ローンを通して一般消費
者へと貸付を行った。スペインの銀行による一般消費者へ
の貸付総額は 2002年には 7,016億ユーロだったものが、
2008年には1兆8,000億ユーロへと激増している。また、
このうち70％は建設業と関連する事業、すなわち不動産
バブルに絡んでいる。他方、このバブルを維持するため
に、スペインの銀行は欧州（主にフランスとドイツ）の銀
行から総額4,280億ユーロに上る融資を受けている 22。
　こうした状況下で家計の債務額は前例の無い規模で膨れ
上がることになる。コラウらは、1997年から2007年の10

年の間に、家計の債務額の可処分所得に対する比率が55%

から130%へと増加しており、その債務額の3分の2は住
宅ローンによるものであると報告している。この間、住宅
価格の急騰により、住宅ローンの支払いに掛かる費用が収
入の37.6％から51.2％に増加していることも同時に指摘さ
れている 23。

2.4 社会運動側から見た不動産バブル
　注目すべきは、後に崩壊することになる以上のような成
長モデルが、コラウらをはじめとする社会運動側の論客や
それに近い立場を取るナバロらのような反新自由主義派の
論客によって、フランコ体制期からの連続性をもって国民
党と社会労働党の両党によって推進されてきたものとして
批判されていることである。彼らは新自由主義的政策と不
動産バブル助長政策に対して両政党のどちらにも責任があ
ると述べる。さらに、この不動産バブルによる成長モデル
に付随してくる政界と建設業界の汚職問題にも両党共に絡
んでおり、これがますます大きくなる今日の両党への不信
につながっているのである。
　コラウは、スペインにおける汚職の多くが不動産バブル
に関係したものであると語っている 24。2013年1月には、
企業からラホイ首相を含む国民党幹部に不正な献金が為さ
れ、これを国民党が裏帳簿の形で管理していたという汚職
疑惑が報じられたが、この不正献金の多くは建設業者から
のものだった 25。こうした汚職は国民党に限ったことでは
なく、社会労働党もコスタ・デル・ソルのリゾート開発の
例を中心として汚職に関わっている 26。二大政党を中心と
した既存政党の汚職問題は、現在の経済危機を生み出した
不動産バブルによる経済成長モデルの負の側面として、多
くの社会運動が批判してきた点である。

3. 不動産バブル期の消費者達をめぐる状況

　上述した不動産バブルの中で、スペインの一般消費者た
ちは現在の住宅問題へとつながるローンを組むことにな
る。これに関して、一般消費者がリスクを考慮せず身の丈
に会わない無理なローンを組んだという捉え方は、現在何
故彼らがこれほどまでの怒りを持って社会運動に参加して
いるかを説明し得ないだろう。実際のケースを知りインタ
ビューを行うと、そこには「買わざるを得なかった」と感
じさせる状況が存在していたことがわかる。具体的には、
住宅ローンに対して政府が常に減税措置などのインセン
ティブを与え続けていたこと、そして賃貸自体がバブルの
煽りを受けて維持できなくなるほど高く感じられるように
なったことが挙げられる。また、住宅ローンの契約のさせ
方、その内容にも現在の住宅ローン問題につながる重大な
問題が潜んでいたことも同様に指摘する。

3.1 住宅ローンに関する減税措置
　不動産バブル期を通して、住宅ローン市場に対しては住
宅購入に際する所得控除や消費税減税といった減税措置に
よって購入のインセンティブが与えられ続けた 27。コラウ
らは1978年以降、こうした住宅購入を促す減税措置が国
民党、社会労働党問わず両党によって実施され続けたと指
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摘している 28。90年代には、減税措置あるいは住宅購入に
対する助成措置は最終的な住宅購入価格の20%分に相当
する金額にまで登ったと試算されている。またバブルの絶
頂期である2006年には、住宅ローンに対する減税措置に
よって生じた財政負担は60億ユーロに達した 29。
　しかし減税措置が住宅価格にある程度反映されてしまう
ことも踏まえると 30、これらの措置は購入のインセンティ
ブというだけでなく、住宅価格の高騰という形で消費者に
とってのプレッシャーとなってもいた。つまり住宅の買い
手であり住宅ローンの借り手である消費者にとっては、バ
ブル自体と減税措置を背景とした住宅価格の急騰への焦
り、買い時を逃せば二度と手が届かなくなるという恐怖が
一面にあったことが指摘できる。これについて、PAHのメ
ンバーであり、住宅ローン問題を抱える債務者であるビト
は以下のように語っている。

　　 　2003年ごろには住宅価格がどんどん上がっていく
ことに焦りを感じ始めた。賃貸の価格も上昇してい
た。早く住宅ローンを組んで買ってしまわないと、持
家にしろ賃貸にしろ、近々もう払えないような価格に
まで上昇してしまうのではないかという焦りから、購
入を検討し始めた。そして2004年に住宅ローンで住
居を購入した。

　他方で、このビトの発言にも見られるように、住宅購入
へのインセンティブや焦りとともに、もう一方の選択肢で
ある賃貸価格への不安が並存していることは重要である。
なぜなら、不動産バブル期を通しての賃貸住宅の供給数の
少なさと賃貸価格の上昇が、消費者達に住宅ローンを組ん
で住宅を買わざるを得ないと感じさせたもうひとつの要素
だからである。

3.2 アクセス可能な賃貸住宅の不足
　スペインでは長年賃貸住宅不足が課題となっていた。ス
ペイン国立統計局によると、2001年の国勢調査では、賃
貸住宅は住宅全体の11.4%にしか過ぎず、経済危機後の
2011年の国勢調査の結果でも13.5%に微増しているに過ぎ
ない。これに対し、持家の比率は2001年で82.2%、2011年
でも78.9％にも及ぶ 31。これはヨーロッパ全体で見ても非
常に高い数字である 32。特に1985年、1994年法による賃
貸市場の自由化と賃貸契約の延長の排除は、賃貸住宅市場
の成長を刺激するどころか不動産バブルと住宅ローン問題
に油を注ぐことになった。賃貸価格が保護されなくなるこ
とで不動産バブルによる住宅価格の煽りを受ける形で賃貸
価格が上昇を続け、借り手にとってアクセス可能な賃料水
準にある賃貸戸数が減少の一途を辿ることとなったのであ
る 33。現に賃借可能な住宅を見つけられず、住宅ローンを

組んで住宅を購入することを選ばざるを得なかった人々は
多い。PAHの活動家セバスはこれについて以下のように
語っている。

　　 　私は長年賃貸派だった。1999年まで、25年間を賃
貸で過ごしてきた。それが 1995年の賃貸法改正で、
賃貸価格もどんどん上がるようになってきた。当時の
社会労働党政権は観光業と建設業を生産の要に据えて
いて、家をどんどん買わせるためにこの法律を作っ
た。結果的に、私も1999年には15年ローンで家を買っ
た。妻には「年貢の納め時ね」と今までの賃貸生活を
損失のようにからかわれたよ。

　以上のような住宅ローンに関する減税政策の推進と賃貸
政策の失敗によって、住宅ローンを組んで住宅を購入する
ことが消費者の唯一の選択肢となってくる。更に、「住宅
の価格は決して下がらない」という不動産バブルにお馴染
みの神話がこれに加わった。PAHのメンバーであるジュン
ビは当時の状況を以下のように回顧した。

　　 　ローンを組んで家を買うことへの社会的な圧力さえ
あった。家族や親類と一緒に居る時に、「賃貸は金を
捨てるようなもの」「年をとったときに家が無かった
らどうするのか」「収入が無くなったら、どこに住む
つもりなのか」「あなたに必要が無かったとしても、
子供達のために買いなさい」などと言われる。それに
「家は絶対に値下がりしないから」とも言われた。

　こうした神話を証明するひとつの例として、住宅ローン
契約の長期返済化が挙げられる。スペインの住宅ローン契
約は、1997年には平均19年返済だったものが、2007年に
は28年返済にまで長期化しているのである 34。

3.3 契約の手法：交差保証人と共同保有
　以上のような状況下で、不動産業者は住宅を売りつけ、
銀行は支払い能力に疑問のある消費者に住宅ローンを貸し
付けていくことになる。その際、リスクの隠蔽のために不
動産業者と銀行が採った契約のさせ方に、交差保証人と共
同保有という手法があった。交差保証人とは支払い能力に
不安のある債務者同士を互いの保証人とすることで住宅
ローンの貸付を可能とする手法である。この際、債務者同
士は親族や同国出身者ということもあれば、顔も見たこと
のない赤の他人ということさえあった。交差保証人はどち
らかが債務の返済ができなくなった場合に共倒れする可能
性が非常に高く、現在の住宅問題拡大の原因のひとつと
なっている。
　共同保有とは、二人の消費者がお互いの住宅の50%ず
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つを購入し、それぞれの50％分に対して住宅ローン契約
を組むことでリスクの隠蔽を図る手法である。この手法の
被害にあったPAHの参加者フアンは当時の状況について
以下のように語る。

　　 　2004年にバルセロナに家を買った。その時は私の
収入が足りなかったからか、家の50％ずつを全く知
らない他の人と共同保有するという形になった。私の
家は私とその人が50%保有し、その人の家も互いに
50%ずつ保有している。そして互いの家にはそれぞれ
の家族で暮らしていた。

　この類の契約は、一方の債務者がローンを払えなくなっ
た際にもう一方がその家を維持したい場合などに、支払い
不能に陥った債務者の方が銀行と交渉しづらくなるなどの
問題を現在生じさせている。

3.4 住宅ローンの契約に含まれた「不当条項」
　更に当時の住宅ローン契約の内容自体が問題を多く含ん
だものであったことも住宅問題を深刻化させた。特に契約
において問題のある条項は現在ではPAHによって「不当
条項」と見做され、債務者達の支援を行う「相談集会
（Asamblea de Asesoramiento）」において情報の共有が行わ
れている。そこで挙げられていた不当条項の例として、以
下のようなものがある。例えば、「下限 /上限金利条項」の
問題。スペインの住宅ローンは欧州銀行間取引金利
（Euribor）を基準とした変動金利型がほとんどであり、金
利の増減が注目点になっていた。下限 /上限金利条項は、
この金利変動に対して一定以上影響を受けないような下限
金利と上限金利を設けることでローンの安定性を確保する
目的で多くの契約に組み込まれていた。しかし、この下限
と上限の設定値が多くの場合銀行側にのみ利するような値
に設定されていたのである。例えば下限金利は5％なのに
対し上限金利は18％であるというような条項が現地で多
く見受けられた。その他、時には20%にものぼる過剰な
延滞利率の設定、未払いが生じた際の即座の全額償還を認
める条項など、多くの不当条項が存在している。
　こうした条項の存在は、結果的に金利の上昇による月々
の支払額の増加、失業によって未払いが生じた時点での延
滞金利による債務の膨張を助長し、ローンの維持を困難な
ものにした。未払い時の即時償還条項などは抵当権の行使
手続きが即座に進められることを意味し、一度支払いが困
難になると一気に家を失う事態にまで進んでしまう状況を
生み出している。

3.5 「永遠の債務」
　経済危機下のスペインでは、このような問題含みの貸付

の後にローンの未払いが生じることとなった。未払いが生
じる理由としては、まず第一に経済危機後の失業の問題が
挙げられる。経済危機前夜の2007年には7％から8％台で
推移していた失業率は、危機後徐々に上昇をはじめ、2010

年第四四半期には20％台に突入、その後、現在に至るま
で、25％前後の高失業率が続いている 35。「経済・社会・
文化的権利監視団」とPAHの共同アンケート調査におい
ては、住宅ローン問題を抱える債務者の内70.4%が失業問
題を支払い不能に陥った主要な理由として抱えていること
が確認されており 36、両者に強い相関があることは明白で
ある。
　第二に、スペインの住宅ローンのほとんどが変動金利
だったことが挙げられる。これにより、場合によって月々
の支払額が増加していき、失業や家庭問題に絡んでローン
が払えなくなる人が続出した。そして一度未払い分が生じ
ると延滞金利が生じ、益々月々の支払いが膨張していくこ
とになる。PAHのメンバーのフランセスクは月々の支払額
の増加について以下のように語っている。

　　 　2004年に住宅を購入した際、月々のローン支払額
は700ユーロだった。2009年には自分の月収が1,400

ユーロだったのに対し、支払額は1,100ユーロにまで
上がった。離婚したため、妻の月収900ユーロも当て
に出来なくなり、払えなくなった。買った瞬間には想
像もしなかった形で月々の支払額が増加していき、そ
の度に非常な困難を覚えた。

　そして一度未払いが生じ債務が膨張すると、スペインの
現行法ではその債務から逃れる手立てが用意されていない
ことから、PAHの活動家や債務者達が「永遠の債務」と呼
ぶものが誕生することになる。まず多額の残債務が生じる
理由としては、強制競売法の競売不成立時の債権者の買い
取り価格についての規定がある。ローンの未払いが生じた
場合、契約によって差はあれ1～6ヶ月以内に抵当権の行
使手続きが開始され、1年から1年半のうちに強制競売が
行われる。経済危機下でこの競売に買い手がつくことはま
ず無くほとんどの場合が売買不成立となるが、この場合、
現行の強制競売法では債権者が住宅の査定価格の70%の
金額でこれを買い取ることを認めている 37。つまり70％で
の買取額と借金総額との差額は債務者の残債務としてその
まま残ることになる。これに更に延滞金利、裁判費用が上
乗せされ、債務者に残された借金はこれを元に益々利息に
よって膨らんでいく。多くの債務者はこうした類の借金を
返せる見込みがない。更に、スペインの現行法には自己破
産に該当するような制度も個人消費者のためには整備され
ていないため、残った債務を清算する手段がない。ヒュー
マン・ライツ・ウォッチはこれを住宅問題におけるスペイ
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ン法の問題として指摘している 38。こうして債務者には膨
張した債務だけが「永遠の債務」として残ることになる。
これがスペインの住宅問題において強制立退きの後も債務
から逃れる術を持たない多くの人々を絶望させているので
ある。

4. 社会運動による解決の模索と、議会政治への進出

4.1 政府による住宅問題対策法とその限界
　前節までで見たように住宅問題が日々その深刻さを増す
中で、政府が何もしてこなかったわけではない。例えば
2012年6月に公布された救済法案6/2012勅令 39は、特定の
条件下の債務者に対して、2年間の抵当権行使手続きの中
止とともに、住宅ローンの再編、一部減免、あるいは住宅
そのものと引き換えに債務の帳消しを行う代物弁済
（Dación en Pago）40を認めている。しかし、これに該当する
ための条件が厳しすぎることにより 、実際にはほとんど
適用されていないのが現状である。例えば、債務者自身の
条件として世帯収入が最低賃金の3倍未満であること、住
宅ローンの月々の支払額が収入の50%を超えていること、
債務の返済が可能な保証人が存在しないこと、対象となる
住宅が唯一の住宅であり、かつ当事者らによって住まわれ
ているものであること、購入価格が大都市圏では20万ユー
ロ未満、それ以外では12万ユーロ未満であること、など
が条件として挙げられる。経済省によると公布から1年で
全国から4,385件の申請がありそのうち3,322件が処理され
たが、2,190件は条件を満たさないため却下され、代物弁
済が認められたのはたった298件に過ぎなかった 41。
　他にも27/2012勅令 42で一定の条件下の債務者に対する2

年間の強制立退き猶予が認められたが、これも条件は依然
として厳しいものとなっている。また、失業率が高止まり
する現状では2年間という短期間で家計状況が回復するよ
うな事態は考えにくく、債務者たちはこの法律が根本的な
解決にはならないと感じている。先に見たように、抵当権
の行使件数は2014年でも依然80,749件と高い水準のまま
であり、根本的解決に至っていないのである。このように
問題の深刻さに反して政府からの解決策が乏しい中で、債
務者たちはいよいよ自らの手で政治に働きかけていくこと
になる。その最たる象徴がPAHであると言えるだろう。

4.2 PAHによる住宅問題の解決の模索
　PAHは2009年にバルセロナでアダ・コラウを中心に設
立された。当時は住宅ローン問題がすでに顕在化していた
が、住宅による代物弁済や社会住宅の提供など、今では銀
行や行政との交渉の末に成立することの多い解決案のどれ
も認められることの無かった時期であった。こうした状況
の中で、PAHは人々が返済不可能な債務から逃れ、住む家

を失わずに済むように、ありとあらゆる手段を講じていく
ことになる。
　PAHによる住宅ローン問題解決の手法は以下のようなも
のである。まず、債務者達に対して抵当権の行使プロセス
を中心に法律相談に乗ること。これは参加者全員での集会
の形式を取り、お互いのケースを参照することで日々学
び、銀行との交渉の余地がどこにあるのか、強制立退きま
での期間はどれくらいあるのかなど、債務者達が自身の手
で何が出来るのかを学ぶことを可能にしている。他方、債
務者自身が銀行との交渉で困難に陥った場合は、PAHのメ
ンバーが共に交渉に赴き、時と場合によっては銀行を占拠
して交渉の進展を要求する。現在では多くのケースは以上
の二つの手段によって解決に至っている。しかし、それで
も銀行との交渉が成立せず抵当権の行使が止められない場
合、PAHは当の住宅の前で人間バリケードを築くことによ
り、強制立退きの阻止を行うことになる。それでも強制立
退きが執行されてしまった場合は、PAHによって占拠され
た空き家に立ち退かされた債務者達を移住させることで
人々が路上に放り出されることを防いでいる。こうした活
動の結果、PAHは2015年7月現在までに全国で1,663件の
強制立退きを阻止し、占拠した空き家に家を失くした
2,500人の人々を移住させることに成功している 43。
　一方で注目すべき点として、この運動が「非政党的運動
（Movimiento Apartidista）」を名乗っていることを指摘して
おく。これは、ひとつには債務者達がどんな政治的立場に
立つにせよ、平等に援助するためである。しかし他方でこ
の非政党性は、スペインの既存政党が今まで行ってきた癒
着や汚職から距離をとるためであり、政治全般への不信の
表明でもある。既存の政党政治全体に対しての拒絶は、
15-M運動にも同様に見られる特徴であり、後の二大政党
の凋落と新興政党の登場を予期する態度であると言える。

4.3 住民発案の提出
　上述のように非政党的社会運動であるPAHが抗議活動
を通して目に見える成果をあげる一方で、それでも抵当権
の行使件数は大幅に減ることが無いのが現状である。実
際、PAHの存在を知らず、助けを求める場所を知らないま
ま家を追い出される債務者達が多く居ることをPAHの活
動家達は危惧している。また、銀行との交渉や強制立退き
の阻止は常に多くの活動家や債務者達の労力を必要とす
る。
　この状況を打開し、返済不可能な「永遠の債務」や強制
立退きを生む法律自体を変えるべくPAHを中心とした社
会運動団体が連携して行ったのが、住民発案（Iniciativa 

Legislativa Popular）の提出である。住民発案とは、市民に
よる下院への立法の提案を許可する制度であり、最大9ヶ
月の間に最低でも50万人分の署名が必要となる。今回の場
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合、PAHはこの住民発案により、既に抵当権の行使が済ん
だ件も含めた遡及的な代物弁済の実施、強制立退きの延期、
金融機関が大量に保有している空き屋を社会住宅に用いる
こと、という三つの要求を中心とした法改正を求めた 44。
これらのアイデアは、日々代物弁済のために銀行と交渉し
ていること、強制立退きを阻止するために早朝から住居の
前に人間バリケードを築いていること、強制立退き後に行
き場をなくした家族を占拠した空き屋に住まわせているこ
と、といったPAHの日々の活動に完全に合致するもので
ある。最終的には世論による後押しを受け140万人分もの
署名が集まり、住民発案は無事に提出された。
　しかし、住民発案とは住民によって当初申請された草案
がそのまま法として成立するものではない。実際には議会
による吟味と政府による修正が後に待っている。結果とし
て、この発案を受けて国民党が提出した修正案は、PAH側
が到底受け入れられるものではなかった。特に国民党が代
物弁済の遡及的な適用を認めず、更にその他の条件も制限
したことは大きな相違であると見做された 45。その結果、
PAH側はこの住民発案は既に自分達の提案したものとは全
く別物になったとして、これの撤回を求め、法案が自分達
の名の下に公布されることを拒否した 46。結果的に住民発
案は1/2013法として公布されることになったが、最も重要
視された部分は削除されたままとなった。1/2013法では、
社会経済的に著しい疎外状況にある債務者の強制立退きの
延期、強制競売不成立後の債権者による物件の取得価格を
住宅査定価格の70%に引き上げること、抵当権行使後の
残債務を5年以内に65%返済できた場合残りの35%を、10

年以内に80%返済できた場合は残りの20%を帳消しとす
ることが認められるに留まった 47。
　住民発案が「骨抜き」にされてしまった経験は、現行の
政治制度の中で市民が外側から働きかけることの限界を
人々に感じさせるものだった。これは、後のコラウと共同
バルセロナの政界への参入で明らかになったように、今や
議会政治の内部へと社会運動と市民が踏み込んでいく事態
へとつながっていく。

4.4 欧州司法裁判所による先決裁定
　PAHによる活動以外にも、債務者自身が強制立退きの違
法性を主張し、状況を大きく変えるきっかけを作ったケー
スがある。スペイン法に基づいた抵当権の行使手続きがＥ
Ｕ法に違反すると判じた欧州司法裁判所による先決裁定
（判決番号：ECLI:EU:C:2013:164、事件番号：C-415/11）
である 48。モロッコからの移民で住宅ローン債務者だった
モハメド・アジズは、自らの住宅ローン契約に18.75%の
延滞利率や未払い時の即座の全額償還といった不当条項が
含まれていたにもかかわらず抵当権が行使され強制立退き
にあったとして、これについてバルセロナ商事裁判所に異

議申し立てを行った 49。これを受けて裁判を担当したフェ
ルナンド・セイホ判事は、スペイン法に基づいたアジズ氏
の住宅への抵当権の行使手続きに関するEU法の解釈につ
いて、欧州司法裁判所に解釈問題を付託した。
　結果的に欧州司法裁判所の先決裁定においては、この抵
当権の行使手続きはEU法に定められている消費者の権利
の保護に違反していると判じられた。具体的には、不当条
項による契約の不当性が争われる場合でさえ、これを理由
に抵当権の行使手続きを止めることが出来ない点が、「消
費者契約における不公正な契約条項に関する理事会指令」
（93/13/EEC）に違反すると判断されたのである 50。これは
EU法のレベルからスペインの住宅ローン問題訴訟に関し
て、債務者側の勝訴に近い形となった最初の判決であり、
大きな反響を呼んだ 51。
　この欧州司法裁判所の先決裁定の解釈内容は、先述の住
民発案を元としたスペイン法改正（1/2013法）に一部組み
込まれ、抵当権の行使判決通知後10日間、債務者の側か
ら不当条項に関する異議申し立てを行うことが可能となっ
た。既に行使手続きが進行中のケースについても公布日か
ら1ヶ月の間異議申し立てが可能となり、2014年にはこの
異議申し立ての結果、強制立退き後に不当条項が認められ
たケースが生まれ、抵当権の行使が無効と判断された。こ
れにより、スペインで初めて、強制立退きにあった債務者
が再び当の住宅に戻るという事態が生じた。しかし他方で
は、1/2013法では不当条項に関する異議申し立てが可能な
期間が上述の通り限定されており、ごく少数の申請しか実
現しなかったため、効果は限定的で引き続き批判の対象と
なった。そして欧州司法裁判所は 2014年 7月に改めて、
1/2013法に基づいた国内措置が未だにEU法に反している
との判決を下すこととなった 52。

4.5 社会運動の議会政治への進出
　PAHによる活動や住民発案の提出、また欧州司法裁判所
の先決裁定などによって住宅ローン問題の深刻な現状を変
える契機が生みだされる一方で、当の住民発案が骨抜きに
されたり先決裁定が遵守されないことにより、数多の債務
者達は未だ根本的な解決を見出せないでいる。社会運動参
加者の側から見れば、解決を阻害しているのは今やそれを
本来解決すべき制度側の対応である。4.1節で示したよう
な債務そのものについての救済措置の機能不全に加え、本
来住宅問題の被害者に社会住宅を提供すべき行政がこれを
なかなか認めないこと等も問題の解決を一段と難しくして
いる。これに関してPAHの活動家であるリュムは以下の
ように語っている。

　　 　多くの市町村で、社会住宅の提供を受けるには、借
金がないことと不法占拠をしていないことが要件と
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なっている。しかし、実際に社会住宅を求めるような
窮状にいる人々とは、借金があったり、不法占拠をせ
ざるを得ない人々だ。今ある制度は明らかに現状と矛
盾しているとしか思えない。

　こうした制度側の対応の不備に対して、アダ・コラウは
PAHのスポークスマンを辞め、新興政党「共同バルセロ
ナ」の前身となる市政を目標においた政治団体「勝ち取ろ
うバルセロナ（Guanyem Barcelona）53」を立ち上げるに至
る 54。これは4.2節で指摘したようにPAHが従来「非政党
的社会運動」として議会政治から距離をとってきたことを
考えると、非常に大きな政治姿勢の変化であると言える。
そのマニフェストは、「ここ数年多くの社会運動や市民の
手によって旧い政治によってもたらされた詐欺が明らかに
され、こうした政治が人々の要求に答えられないものであ
る」ことを指摘した上で、エリートによる「上からの制度
的な妨害を許さず、制度を大多数の人々に仕えるものにし
なければならない」と表明している 55。ここで言う「旧い
政治によってもたらされた詐欺」とは不動産バブルとその
後の経済危機のことであり、「上からの制度的な妨害」と
は社会問題の解決を阻んでいる法や行政の対応に他ならな
い。
　これまで議会政治に対して興味を示してこなかった社会
運動勢力が、制度的な弊害を目の前にしてその制度そのも
のを変えるべく議会への進出を試みる、という重要な転換
がここに生じているのである。

4.6 社会運動の論理の市政への導入
　結果的に「勝ち取ろうバルセロナ」は2015年市議会選
挙に際して「共同バルセロナ」として再結成され、バルセ
ロナ市議会選挙で第一党となった。この共同バルセロナの
特徴としては、既存政党への批判精神から政治家の特権の
排除や透明性の確保といった倫理コードを策定し、これを
重要視していることをまず指摘しておく。候補者は政党に
よって定められた倫理コードを遵守することが義務付けら
れている。これは数々の癒着や汚職を生み出してきた政治
家の特権に対する批判を前提としており、所属議員の全て
の政治活動の公表、その月収を2,200ユーロまでとするこ
と、政治活動に関わる収支を全て公表することなどをその
内容とする 56。また実際に選挙時に掛かった費用ならびに
収支の内約はホームページ上で全て公表されている 57。
　更に政策提言資料の文頭に記されている「4年に1回の
選挙にとどまらない真の民主主義を欲する」という立場表
明には、既存の議会政治の仕組み自体を変えようという意
思が込められている 58。そこには、「集合的な合意形成は、
市民と行政が共同で権限と責任を持てるように機能しなけ
ればならない」との立場のもと、「社会運動や市民による

発案の実施、市民投票の実施の承認条件の緩和」やその義
務化のためのメカニズムの形成が提言されている。実際の
実験例として、市政選挙前に実施された共同バルセロナの
予備選挙を挙げることが出来るだろう。この予備選挙では
市政選挙への共同バルセロナの候補者がバルセロナ市民全
員に開かれた市民投票を通じて選出され、これがバルセロ
ナ市議選挙史上初の試みであることが強調された。こうし
た試みは、今まで社会運動側で培われてきた直接民主主義
の論理を制度の内側に運び込もうとするものであり、既存
の政党システムに単に新しい政党が加わったということで
はなく、共同バルセロナが既存の政治の仕組みそのものを
変えようとする社会運動側の試みであることが理解され
る。

5. おわりに

　本稿は、社会運動側の視点やPAHの活動に立脚しなが
らスペインの不動産バブルと経済危機そして住宅ローン問
題を見ていくことによって、スペインにおいて何故住宅
ローン問題がこれほどまでに大きな社会問題となったのか
を整理し、またその結果として社会運動の議会政治への進
出という注目すべき政治姿勢の変化が生じたことを明らか
にした。
　ここまで見てきて明らかなように、住宅ローン問題は現
在のスペインの経済危機と政治危機を象徴する根深い問題
である。二大政党の政策によって生まれた不動産バブル
は、その崩壊と共に住宅ローン問題を未曾有の社会問題に
変えてしまった。また危機を作り出した既存政党による汚
職は、その被害者たる社会運動参加者の旧い政治への深い
不信をもたらしている。住宅ローンに関する減税措置や賃
貸住宅の不足を招いた政策、住宅ローン契約そのものとそ
の組ませ方の悪質さも、不動産バブルという巨大な詐欺に
巻き込まれたという認識を彼らにもたらす要因となってい
る。
　そしてますます深刻さを増す住宅問題に対処しない法制
度や行政を前にして、PAHという社会運動による解決のた
めの働きかけが為されることになる。しかし、住民発案の
提出や欧州司法裁判所の先決裁定などにも関わらず、依然
として問題の改善を妨げる行政の態度は、社会運動側の人
間が議会へと進出して政治を行う必要性を感じさせるに十
分なものだった。この指摘は、二大政党の没落と共同バル
セロナのような社会運動を出発点とした新興政党の出現
を、単なる経済危機後の緊縮政策への反発という次元を超
えて理解するための一つの助けとなるだろう。
　「共同バルセロナ」という名での社会運動の議会政治へ
の進出という政治的姿勢の変化は、ポデモスの台頭に象徴
される15-M運動後のスペイン全体の政治動向とも反響し
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合うものである。これまでスペインの社会運動勢力は多様
な参加主体を含み込むため、また労働組合の既得権益化に
代表されるような政界との癒着や体制内化を防ぐために、
議会政治と一定の距離を保ってきた。これは15-M運動や
PAHの最も基本的な立場の一つである。一方で、非政党性
を保持し街路での抗議デモや立退き阻止といった直接行動
に訴える他ない社会運動は、本稿でこれまで指摘してきた
ように、法や制度の壁の厚さを痛感していくことになる。
「勝ち取ろうバルセロナ」は自らを「PAHやいくつもの社
会運動の集団活動の限界点での反省の成果である」と定義
している 59。ポデモスの党首であるパブロ・イグレシアス
も15-M運動の4周年記念日に「誰も15-Mを政治的に代表
することは出来ない」とその社会運動としての非政党性の
論理に最大限注意を払いつつも、「15-Mが政治変動の原料
を用意し」ポデモスがその政治的後継者となったと発言し
ている 60。議会政治に代表者を持てない社会運動の葛藤か
ら、社会運動の要求を制度の内側へと運び込み制度そのも
のの変革を図ろうとする新興政党が生じているのである。
　この現象は今日のスペインで国政、州政、市政を問わず
ありとあらゆるレベルで生じている。また、どのレベルの
議会政治へと進出するかは、その母体となった社会運動勢
力の志向と間違いなく関係している。共同バルセロナが市
政を選んだのは、強制立退きの阻止や社会住宅の提供と
いった行政的な実践の多くが市政レベルで行われることと
無関係ではない。新興政党の多次元性は、その元となった
社会運動の多様性の表現に他ならない。ポデモスや共同バ
ルセロナにその発露が見出されるように、これからのスペ
インの政治動向には経済危機を通して多様な社会運動が
培ってきた経験が響いてくるだろう。

［付記］ 本稿は、日本学術振興会特別研究員奨励費（課題
番号：25・8978）に基づく研究成果の一部である。
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This article is to show how the mortgage problem in Spain was 

becoming so serious that has made social movements penetrate 

into parliamentary govertment like a election victory of Ada 

Colau, the ex-spokesman of “Platform for People Affected by 

Mortgages”, in the Mayor's Office of the Barcelona city. This has 

been done by examining several points of view which are shared 

by activists and people who participate in social movements.

First, it is clear that two largest parties, “People's Party” and 

“Spanish Socialist Workers' Party”, had made the housing bubble 

enacting laws that are tipyfied by the “land law”. On the other 

hand, combined with some negative legacy of dictatorship, the 

bubble bred many grafts and corruptions. These facts were related 

to distrust of the two major parties, which has been lasting up to 

now.

Second, it can be pointed out that the deduction of housing loan 

and the absence of accesible rental houses served as incentives to 

get a housing loan. These incentives make people feel that they 

had no choice but to take out a loan to buy a house. Furthermore, 

the contracting practices and some contents of contract had 

serious problems such as “crossed mortgage”, “part-owner” and 

“ground clause”. In the economic crisis, these problems created an 

“eternal debt” that drove people to despair, to participate in social 

moviments represented by the “Platform for People Affected by 

Mortgages”
Third, confronted with such difficult situations, the “Platform for 

People Affected by Mortgages” mobilizes people to negociate 

with banks, to stop evictions. This movement even carried out 

the presentation of a “Popular Legislative Initiative” by which it 

could be possible to change laws. However, the government made 

crucial alterations in the iniciative. After the alterations, social 

moviments keenly realized the difficulty of changing situations 

from outside. Under these circumstances, Ada Colau started up a 

new platform for the municipal election in Barcelona, which has 

won in May, 2015.

Upon examination of these elements, it becomes clear that Colauʼs 

penetration in the parliamentary government has arisen from 

the seriousness of the mortgage problem and the institutional 

brocks of its solutions. Despite the fact that social moviments 

in Spain kept a distance from parliamentary government, these 

penetrations into the government such as the “Barcelona In 

Common” and “Podemos” are one of the characteristic trends in 

Spanish politics of today.  
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